
第６０４６号 令和８年４月６日 

 
発  行  所 

北九州市小倉北区城内１番１号 

北 九 州 市 役 所 

 

目        次 

  

◇ 条  例  

 

 

ページ 

 

〇 北九州市市税条例の一部を改正する条例【財政・変革局税務部税制課

】 ２ 

  

◇ 規  則  

  

〇 北九州市市税条例施行規則の一部を改正する規則【財政・変革局税務

部税制課】 ８ 

  

◇ 告  示  

  

〇 包括外部監査契約の締結【行政委員会事務局監査第一課】 

１６ 

  

◇ 公  告  

  

〇 請負契約に係る一般競争入札の公告（７件）【教育委員会事務局学校

支援部施設課】 １７ 

  

◇ 上下水道局  

  

〇 特定調達契約の相手方の決定【上下水道局総務経営部営業課】 

３８ 

  

 

 

1



 北九州市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

北九州市長 武 内 和 久   

北九州市条例第２２号 

北九州市市税条例の一部を改正する条例 

北九州市市税条例（昭和３８年北九州市条例第８５号）の一部を次のように

改正する。 

第１７条第３項中「以下本項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、「い

う。）」の次に「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。）

」を加える。 

第２２条の３第３項第１号の表以外の部分中「掲げる金額（以下この項」を

「掲げる金額と当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第８６条第２

項に規定する基礎控除の額（租税特別措置法第４１条の１６の２第１項の規定

の適用がある場合には、その適用後の額）から４８万円を控除して得た額（当

該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。）との合計額（次号及び

第３号」に改める。 

第６４条第１項を次のように改める。 

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小

型自動車（以下「軽自動車等」という。）に対し、その所有者に課する。 

第６４条第２項を削り、同条第３項本文中「種別割」を「軽自動車税」に、

「、第１項」を「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者

に軽自動車税を」に改め、同項ただし書中「これを課さない」を「この限りで

ない」に改め、同項を同条第２項とする。 

第６４条の２第１項を次のように改める。 

軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保して

いる場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する

。 

第６４条の２第２項中「三輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第

３項及び第４項を削る。 

第６４条の４の見出し及び同条各号列記以外の部分中「種別割」を「軽自動

車税」に改める。 

第６４条の５から第６４条の９までを削る。 

第６５条を次のように改める。 

第６５条 削除 

第６６条の見出し及び同条各号列記以外の部分中「種別割」を「軽自動車税
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」に改める。 

第６７条の見出し並びに同条第１項及び第２項中「種別割」を「軽自動車税

」に改める。 

第６９条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第７０条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「種

別割」を「軽自動車税」に、「第３３号の４の２様式」を「第３３号の４様式

」に改め、同条第２項本文及び第３項中「第３３号の４の２様式」を「第３３

号の４様式」に改める。 

第７１条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第７２条の見出し並びに同条第１項各号列記以外の部分、第２項各号列記以

外の部分及び第３項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第７３条第２項前段中「第６４条第３項ただし書」を「第６４条第２項ただ

し書」に、「種別割」を「軽自動車税」に改め、同項後段中「種別割」を「軽

自動車税」に、「第６４条第３項ただし書」を「第６４条第２項ただし書」に

改め、同条第６項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第７４条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条中「道路運送

車両法」の次に「（昭和２６年法律第１８５号）」を加え、「種別割」を「軽

自動車税」に改める。 

付則第７条の３の前の見出し及び同条を削る。 

付則第７条の３の２に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特別税

額控除）」を付し、同条第１項中「居住年が平成１１年から平成１８年まで又

は」を「同法第４１条第１項に規定する居住年が」に、「において、前条第１

項の規定の適用を受けないときは」を「には」に、「附則第５条の４の２第５

項」を「附則第５条の４第５項」に改め、同条第２項中「付則第７条の３の２

第１項」を「付則第７条の３第１項」に改め、同条を付則第７条の３とする。 

付則第７条の６第２項の表以外の部分中「掲げる金額」の次に「と前年分の

所得税に係る所得税法第８６条第２項に規定する基礎控除の額（租税特別措置

法第４１条の１６の２第１項の規定の適用がある場合には、その適用後の額）

から４８万円を控除して得た額（当該控除して得た額が零を下回る場合には、

零とする。）との合計額」を加える。 

付則第９条の２第３項中「附則第１５条第１４項本文」を「附則第１５条第

１３項本文」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２１項」を「附則第１５

条第２０項」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２２項第１号」を「附則

第１５条第２１項第１号」に改め、同条第６項中「附則第１５条第２２項第２

号」を「附則第１５条第２１項第２号」に改め、同条第７項中「附則第１５条
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第２２項第３号」を「附則第１５条第２１項第３号」に改め、同条第８項中「

附則第１５条第２３項第１号」を「附則第１５条第２２項第１号」に改め、同

条第９項中「附則第１５条第２３項第２号」を「附則第１５条第２２項第２号

」に改め、同条第１０項中「附則第１５条第２５項第１号」を「附則第１５条

第２４項第１号」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第２５項第２号」を

「附則第１５条第２４項第２号」に改め、同条第１２項中「附則第１５条第２

５項第３号」を「附則第１５条第２４項第３号」に改め、同条第１３項中「附

則第１５条第２５項第４号」を「附則第１５条第２４項第４号」に改め、同条

第１４項中「附則第１５条第２８項」を「附則第１５条第２７項」に改め、同

条第１５項中「附則第１５条第３２項」を「附則第１５条第３１項」に改め、

同条第１６項中「附則第１５条第３６項」を「附則第１５条第３５項」に改め

、同条第１７項中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３６項」に改

め、同条第１８項中「附則第１５条第４０項」を「附則第１５条第３９項」に

改め、同条第１９項中「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条第４０項」

に改める。 

付則第９条の３第７項各号列記以外の部分中「附則第１２条第１９項」を「

附則第１２条第２０項」に改め、同条第８項第４号中「附則第１２条第２３項

各号」を「附則第１２条第２４項各号」に改め、同項第６号中「附則第１２条

第２４項」を「附則第１２条第２５項」に改め、同条第９項第５号中「附則第

１２条第３１項」を「附則第１２条第３２項」に改め、同条第１１項第５号中

「附則第１２条第３１項」を「附則第１２条第３２項」に改め、同条第１４項

各号列記以外の部分中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２０項」

に改める。 

付則第９条の４の見出し中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築

物」に改め、同条各号列記以外の部分中「改修実演芸術公演施設」を「改修特

別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

（平成１８年法律第９１号）第１７条第３項の規定による認定に係る通知書の

写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成２４年法律第４

９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である」を「

施行規則附則第７条の２第１項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し

及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律

第９１号）第１４条第１項に規定する建築物移動等円滑化基準（同条第３項の

条例で付加した事項を含む。）又は同法第１７条第３項第１号に規定する同法

第２条第２０号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合

する」に改め、同条第３号を次のように改める。 
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（３） 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行

令（平成１８年政令第３７９号）第５条各号に掲げる特定建築物（高齢者

、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１４条第３項の条例で

定める同法第２条第１８号に規定する特定建築物を含む。）のいずれに該

当するかの別 

付則第１７条の３第３項第２号中「、付則第７条の３の２第１項」を削り、

「、付則第７条の３第１項及び付則第７条の３の２第１項」を「及び付則第７

条の３第１項」に改める。 

付則第１７条の４第３項第２号中「、付則第７条の３の２第１項」を削り、

「、付則第７条の３第１項及び付則第７条の３の２第１項」を「及び付則第７

条の３第１項」に改める。 

付則第２０条中「第９項、第１３項から第１７項まで、第１９項、第２０項

、第２４項、第２７項、第３１項から第３３項まで、第３６項、第３７項、第

４１項若しくは第４４項」を「第８項、第１２項から第１６項まで、第１８項

、第１９項、第２３項、第２６項、第３０項から第３２項まで、第３５項、第

３６項、第４０項若しくは第４３項」に改める。 

付則第２１条第３項第２号中「、付則第７条の３の２第１項」を削り、「、

付則第７条の３第１項及び付則第７条の３の２第１項」を「及び付則第７条の

３第１項」に改める。 

付則第２２条第５項第２号中「、付則第７条の３の２第１項」を削り、「、

付則第７条の３第１項及び付則第７条の３の２第１項」を「及び付則第７条の

３第１項」に改める。 

付則第２３条第２項第２号中「、付則第７条の３の２第１項」を削り、「、

付則第７条の３第１項及び付則第７条の３の２第１項」を「及び付則第７条の

３第１項」に改める。 

付則第２４条の２第２項第２号中「、付則第７条の３の２第１項」を削り、

「、付則第７条の３第１項及び付則第７条の３の２第１項」を「及び付則第７

条の３第１項」に改める。 

付則第２６条中「及び付則第７条の３の２」を削り、「付則第７条の３第１

項」を「同条第１項」に改め、「「租税特別措置法第４１条又は第４１条の２

の２」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に

関する法律（平成２３年法律第２９号）第１３条第１項の規定により読み替え

て適用される租税特別措置法第４１条又は同項の規定により適用される租税特

別措置法第４１条の２の２」と、「法附則第５条の４第６項」とあるのは「法

附則第４５条第４項の規定により読み替えて適用される法附則第５条の４第６
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項」と、付則第７条の３の２第１項中」を削り、「東日本大震災の被災者等に

係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１３条第１項」を「東日本大震災

の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法律第２

９号）第１３条第１項」に改め、「附則第５条の４の２第５項」を「附則第５

条の４第５項」に改める。 

付則第２７条第５項各号列記以外の部分並びに同項第２号及び第４号中「附

則第５６条第１３項」を「附則第５６条第１２項」に改め、同条第６項中「附

則第５６条第１３項」を「附則第５６条第１２項」に改め、同条第７項各号列

記以外の部分並びに同項第２号及び第４号中「附則第５６条第１４項」を「附

則第５６条第１３項」に改め、同条第８項中「附則第５６条第１４項」を「附

則第５６条第１３項」に改める。 

付則第２７条の２から付則第２７条の６までを削る。 

付則第２８条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項の表以外の部分中

「法第４４４条第３項に規定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の

規定による」に、「から第４項まで」を「及び第３項」に改め、「の種別割」

を削り、同条第２項の表以外の部分中「令和４年４月１日から令和８年３月３

１日」を「令和７年４月１日から令和１０年３月３１日」に改め、「の種別割

」を削り、同条第３項の表以外の部分中「法第４４６条第１項第３号」を「同

項」に改め、「及び次項」を削り、「令和４年４月１日」を「令和７年４月１

日」に、「当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」を「令

和８年度分」に改め、「の種別割」を削り、同条第４項を削る。 

付則第２９条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種別割」を

削り、「から第４項まで」を「又は第３項」に改め、同条第２項から第４項ま

での規定中「の種別割」を削る。 

付 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の北九州市市税

条例（以下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和

８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの固定

資産税については、なお従前の例による。 

２ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地

方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による

改正前の地方税法（以下「旧法」という。）附則第１５条第２５項に規定す
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る特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、

なお従前の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条

の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改

修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例に

よる。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分

の軽自動車税について適用する。 

２ この条例の施行の日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動

車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例

による。 

 （都市計画税に関する経過措置） 

第４条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は

、令和８年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和７年度分まで

の都市計画税については、なお従前の例による。 

２ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条

の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改

修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例に

よる。 
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北九州市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３１日 

                  北九州市長 武 内 和 久 

北九州市規則第２３号 

北九州市市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 北九州市市税条例施行規則（昭和３９年北九州市規則第５８号）の一部を次

のように改正する。 

 第８条の見出し並びに同条第１項各号列記以外の部分及び第２項中「種別割

」を「軽自動車税」に改める。 

 別表中 

「      

 軽自動車税（種別割）納税証明書（継

続検査用） 

 第１３号様式（その１）  

を 
 軽自動車税（種別割）納税証明書（継

続検査用）（口座振替分）  

 第１３号様式（その２）  

    」  

「      

 軽自動車税納税証明書（継続検査用）  第１３号様式  に、 

    」  

「      

 軽自動車税（種別割）納税通知書兼領

収証書 

 第２４号様式（その１）  

を 
 軽自動車税（種別割）納税通知書兼領

収証書（口座振替分） 

 第２４号様式（その２）  

 軽自動車税（種別割）納税通知書  第２４号様式の２  

 軽自動車税（種別割）税額変更通知書  第２５号様式  

    」  

「      

 軽自動車税納税通知書兼領収証書  第２４号様式（その１）   

 軽自動車税納税通知書兼領収証書（口

座振替分） 

 第２４号様式（その２）   

に 

 軽自動車税納税通知書  第２４号様式の２   

 軽自動車税税額変更通知書  第２５号様式   

    」  

改める。 
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第８号様式（その１）中「（種別割）」を削る。 

第１３号様式（その１）中「（種別割）」を削り、 

「      

 備    考   を 

    」  

「      

 備    考   
に 

 ※この証明書は黒色の電子公印を使用しています。 

    」  

改め、同様式を第１３号様式とする。 

 第１３号様式（その２）を削る。 

第２４号様式（その１）を次のように改める。 
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第２４号様式（その２）を次のように改める。 
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 第２４号様式の２中「（種別割）」を削り、 

「      

 納期限までに裏面に表示の市税納付場所で納めてください。 

※継続検査(車検)用の証明書が必要な場合 

 納付した領収証書、印鑑及び運転免許証等を持参の上、          

課へ申請してください。 

 

を 

  」 

「      

 納期限までに裏面に表示の市税納付場所で納めてください。  に、 

    」  

「裁決がないとき 」を「裁決がないとき、」に、「必要があるとき 」を「

必要があるとき、」に、 

「      

 コンビニエンスストアでの納付から１箇月以内に納税証明書が必

要なときは、必ず、領収証書をお持ちください。 

 
を 

    」  

「      

 納付から２週間以内に納税証明が必要なときは、必ず、領収証書

を各区の市税証明窓口にお持ちください。 

また、本人以外の場合は、原則として委任状が必要です。 

 

に 

 ※この通知書は黒色の電子公印を使用しています。  

    」  

改める。 

第２５号様式中「（種別割）」を削り、 

「      

 また、この変更の決定の取消しの訴えは、前記の審査請求に対す

る裁決の書面を受け取った日の翌日から起算して６箇月以内に、市

を被告として（市長が被告の代表者となります。）提起することが

できます。ただし、６箇月の期間が経過する前に、裁決があった日

の翌日から起算して１年を経過した場合は、変更の決定の取消しの

訴えを提起することができなくなります。なお、変更の決定の取消

しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起

することができませんが、次の①から③までのいずれかに該当する

ときは、審査請求に対する裁決を経ないでも変更の決定の取消しの

 

を 
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訴えを提起することができます。①審査請求があった日から３箇月

を経過しても裁決がないとき。②処分、処分の執行又は手続の続行

により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。③そ

の他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

    」  

「      

 また、この変更の決定の取消しの訴えは、前記の審査請求に対す

る裁決の書面を受け取った日の翌日から起算して６箇月以内に、市

を被告として（市長が被告の代表者となります。）提起することが

できます。ただし、６箇月の期間が経過する前に、裁決があった日

の翌日から起算して１年を経過した場合は、変更の決定の取消しの

訴えを提起することができなくなります。 

なお、変更の決定の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁

決を経た後でなければ提起することはできませんが、①審査請求が

あった日から３箇月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の

執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必

要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由がある

ときは、裁決を経ないでも変更の決定の取消しの訴えを提起するこ

とができます。 

 

に 

    」  

改める。 

   付 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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北九州市告示第１３６号 

 地方自治法 ( 昭和２２年法律第６７号 ) 第２５２条の３６第１項の規定によ

り包括外部監査契約を締結したので、同条第６項の規定により次のとおり告示

する。 

  令和８年４月６日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 契約を締結した者の氏名及び住所 

 （１） 氏名 吉野 任  

（２） 住所 北九州市小倉北区篠崎二丁目４番３－１号 

２ 契約の期間の始期 

 令和８年４月１日 

３ 監査に要する費用の額の算定方法 

  基本費用並びに執務費用及び実費の合算 

４ 監査に要する費用の支払方法 

  監査の結果に関する報告提出後の一括払いとする。ただし、相手方から請

求があった場合において、必要があると認めるときは、一部の費用について

概算払とすることができるものとする。 
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北九州市公告第２４５号 

 一般競争入札により、請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

  令和８年４月６日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 工事概要 

 （１） 工事名 北九州市立中学校トイレ整備事業（第１グループ） 

 （２） 工事場所 入札説明書のとおり 

 （３） 工事内容 入札説明書のとおり 

 （４） 工期 契約締結日から令和９年３月３１日まで。 

 （５） 予定価格 入札説明書のとおり 

 （６） 入札方法 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、

提案に係る性能、機能、技術等に関する書類（以下「技術提案書」という

。）及び入札書を提出すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１）  地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

 。 

（２）  参加表明書の提出期間の末日午後４時３０分時点において、次のい 

  ずれにも該当する単体企業あるいは共同企業体（複数の構成員からなる任

意に結成された共同企業体）であること。 

ア 単体企業あるいは共同企業体の構成員（代表構成員及び代表構成員以 

 外の構成員をいう。以下同じ。）が北九州市建設工事競争入札参加者の 

資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条

第１項の有資格業者名簿に記載されていること。 

  イ 共同企業体の構成員は、本事業について結成された他の共同企業体の

構成員ではないこと。 

  ウ 単体企業あるいは共同企業体の構成員が本市（上下水道局、交通局及

び公営競技局を含む。）から指名停止を受けている期間中でないこと。 

  エ 共同企業体の出資は、次の要件を満たすものであること。 

（ア）  全ての構成員が共同企業体に出資していること。 

（イ）  施工業務を担当する構成員の出資比率は３０％以上であること 

 。 
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（ウ）  代表構成員は、出資比率が構成員中最大であること。 

  オ 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。 

 （３） 上記のほか、入札説明書に掲げる入札参加者に必要な資格等をすべ

て満たすこと。 

３ 契約条項を示す場所、期間及び交付方法 

（１） 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

        北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課 

（２） 期間 令和８年４月６日から同年５月１５日まで（日曜日、土曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午前１１

時３０分まで及び午後１時から午後４時３０分まで 

 （３） 交付方法 北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課のホームペ

ージからダウンロードする方法により交付する。ただし、この方法により

取得できない場合は、第１号の場所において交付する。 

   北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課のホームページ 

   https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kyouiku/03300040.html 

４ 競争入札参加資格申請の提出 

  この公告に係る入札に参加を希望する者は、持参により参加表明書を提出 

しなければならない。 

（１） 提出場所 第３項第１号の場所 

（２） 提出期間 令和８年４月６日から同年５月１５日まで（日曜日等を 

除く。）の午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時

３０分まで 

５ 入札書及び技術提案書の提出 

  参加表明書を提出した入札参加者は、持参により入札書及び技術提案書を 

 提出すること。 

 （１） 提出場所 第３項第１号の場所 

 （２） 提出期間 令和８年５月１８日から同月２９日まで（日曜日及び土

曜日を除く。）の午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午

後４時３０分まで。 

６ 開札の場所及び日程 

 （１） 場所 未定（別途通知する。） 

 （２） 日程 令和８年６月１０日から同月１５日までの間のいずれかの日 

７ 入札及び契約に関する条件 

 （１） 最低制限価格 設けない。 
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 （２） 入札保証金 免除する。 

 （３） 契約保証金 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規

則第２５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

８ 入札の無効 

  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 （１） 入札説明書に示した入札参加資格のない者がした入札及び入札に関

する条件に違反した入札 

 （２） 一切の提出書類に虚偽の記載をした者の入札 

 （３） 単体企業あるいは共同企業体の代表者または構成員が、参加表明書

の提出から入札日までの間に会社更生法の適用を申請する等、その担当す

る業務を履行することが困難と認められる状態に至った場合 

 （４） 必要な書類が不足している入札 

 （５） 記載すべき事項の全部または一部が記載されていない入札 

 （６） 入札書の金額の表示を改ざんし、または訂正した入札 

 （７） 評価委員会の委員に対し、この入札手続きにおいて自己又は他者に

有利又は不利になる目的のため、接触等の働きかけを行った者の入札 

 （８） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

９ その他 

 （１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 

 （２） この公告に係る契約に関する事務を担当する所管課の名称及び所在

地等 

   北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課 

   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２３６１ 
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北九州市公告第２４６号 

 一般競争入札により、請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

  令和８年４月６日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 工事概要 

 （１） 工事名 北九州市立中学校トイレ整備事業（第２グループ） 

 （２） 工事場所 入札説明書のとおり 

 （３） 工事内容 入札説明書のとおり 

 （４） 工期 契約締結日から令和９年３月３１日まで。 

 （５） 予定価格 入札説明書のとおり 

 （６） 入札方法 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、

提案に係る性能、機能、技術等に関する書類（以下「技術提案書」という

。）及び入札書を提出すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１）  地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

 。 

（２）  参加表明書の提出期間の末日午後４時３０分時点において、次のい 

  ずれにも該当する単体企業あるいは共同企業体（複数の構成員からなる任

意に結成された共同企業体）であること。 

ア 単体企業あるいは共同企業体の構成員（代表構成員及び代表構成員以 

 外の構成員をいう。以下同じ。）が北九州市建設工事競争入札参加者の 

資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条

第１項の有資格業者名簿に記載されていること。 

  イ 共同企業体の構成員は、本事業について結成された他の共同企業体の

構成員ではないこと。 

  ウ 単体企業あるいは共同企業体の構成員が本市（上下水道局、交通局及

び公営競技局を含む。）から指名停止を受けている期間中でないこと。 

  エ 共同企業体の出資は、次の要件を満たすものであること。 

（ア）  全ての構成員が共同企業体に出資していること。 

（イ）  施工業務を担当する構成員の出資比率は３０％以上であること 

 。 
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（ウ）  代表構成員は、出資比率が構成員中最大であること。 

  オ 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。 

 （３） 上記のほか、入札説明書に掲げる入札参加者に必要な資格等をすべ

て満たすこと。 

３ 契約条項を示す場所、期間及び交付方法 

（１） 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

        北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課 

（２） 期間 令和８年４月６日から同年５月１５日まで（日曜日、土曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午前１１

時３０分まで及び午後１時から午後４時３０分まで 

 （３） 交付方法 北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課のホームペ

ージからダウンロードする方法により交付する。ただし、この方法により

取得できない場合は、第１号の場所において交付する。 

   北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課のホームページ 

   https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kyouiku/03300040.html 

４ 競争入札参加資格申請の提出 

  この公告に係る入札に参加を希望する者は、持参により参加表明書を提出 

しなければならない。 

（１） 提出場所 第３項第１号の場所 

（２） 提出期間 令和８年４月６日から同年５月１５日まで（日曜日等を 

除く。）の午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時

３０分まで 

５ 入札書及び技術提案書の提出 

  参加表明書を提出した入札参加者は、持参により入札書及び技術提案書を 

 提出すること。 

 （１） 提出場所 第３項第１号の場所 

 （２） 提出期間 令和８年５月１８日から同月２９日まで（日曜日及び土

曜日を除く。）の午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午

後４時３０分まで。 

６ 開札の場所及び日程 

 （１） 場所 未定（別途通知する。） 

 （２） 日程 令和８年６月１０日から同月１５日までの間のいずれかの日 

７ 入札及び契約に関する条件 

 （１） 最低制限価格 設けない。 
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 （２） 入札保証金 免除する。 

 （３） 契約保証金 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規

則第２５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

８ 入札の無効 

  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 （１） 入札説明書に示した入札参加資格のない者がした入札及び入札に関

する条件に違反した入札 

 （２） 一切の提出書類に虚偽の記載をした者の入札 

 （３） 単体企業あるいは共同企業体の代表者または構成員が、参加表明書

の提出から入札日までの間に会社更生法の適用を申請する等、その担当す

る業務を履行することが困難と認められる状態に至った場合 

 （４） 必要な書類が不足している入札 

 （５） 記載すべき事項の全部または一部が記載されていない入札 

 （６） 入札書の金額の表示を改ざんし、または訂正した入札 

 （７） 評価委員会の委員に対し、この入札手続きにおいて自己又は他者に

有利又は不利になる目的のため、接触等の働きかけを行った者の入札 

 （８） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

９ その他 

 （１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 

 （２） この公告に係る契約に関する事務を担当する所管課の名称及び所在

地等 

   北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課 

   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２３６１ 
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北九州市公告第２４７号 

 一般競争入札により、請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

  令和８年４月６日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 工事概要 

 （１） 工事名 北九州市立中学校トイレ整備事業（第３グループ） 

 （２） 工事場所 入札説明書のとおり 

 （３） 工事内容 入札説明書のとおり 

 （４） 工期 契約締結日から令和９年３月３１日まで。 

 （５） 予定価格 入札説明書のとおり 

 （６） 入札方法 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、

提案に係る性能、機能、技術等に関する書類（以下「技術提案書」という

。）及び入札書を提出すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１）  地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

 。 

（２）  参加表明書の提出期間の末日午後４時３０分時点において、次のい 

  ずれにも該当する単体企業あるいは共同企業体（複数の構成員からなる任

意に結成された共同企業体）であること。 

ア 単体企業あるいは共同企業体の構成員（代表構成員及び代表構成員以 

 外の構成員をいう。以下同じ。）が北九州市建設工事競争入札参加者の 

資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条

第１項の有資格業者名簿に記載されていること。 

  イ 共同企業体の構成員は、本事業について結成された他の共同企業体の

構成員ではないこと。 

  ウ 単体企業あるいは共同企業体の構成員が本市（上下水道局、交通局及

び公営競技局を含む。）から指名停止を受けている期間中でないこと。 

  エ 共同企業体の出資は、次の要件を満たすものであること。 

（ア）  全ての構成員が共同企業体に出資していること。 

（イ）  施工業務を担当する構成員の出資比率は３０％以上であること 

 。 
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（ウ）  代表構成員は、出資比率が構成員中最大であること。 

  オ 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。 

 （３） 上記のほか、入札説明書に掲げる入札参加者に必要な資格等をすべ

て満たすこと。 

３ 契約条項を示す場所、期間及び交付方法 

（１） 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

        北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課 

（２） 期間 令和８年４月６日から同年５月１５日まで（日曜日、土曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午前１１

時３０分まで及び午後１時から午後４時３０分まで 

 （３） 交付方法 北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課のホームペ

ージからダウンロードする方法により交付する。ただし、この方法により

取得できない場合は、第１号の場所において交付する。 

   北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課のホームページ 

   https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kyouiku/03300040.html 

４ 競争入札参加資格申請の提出 

  この公告に係る入札に参加を希望する者は、持参により参加表明書を提出 

しなければならない。 

（１） 提出場所 第３項第１号の場所 

（２） 提出期間 令和８年４月６日から同年５月１５日まで（日曜日等を 

除く。）の午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時

３０分まで 

５ 入札書及び技術提案書の提出 

  参加表明書を提出した入札参加者は、持参により入札書及び技術提案書を 

 提出すること。 

 （１） 提出場所 第３項第１号の場所 

 （２） 提出期間 令和８年５月１８日から同月２９日まで（日曜日及び土

曜日を除く。）の午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午

後４時３０分まで。 

６ 開札の場所及び日程 

 （１） 場所 未定（別途通知する。） 

 （２） 日程 令和８年６月１０日から同月１５日までの間のいずれかの日 

７ 入札及び契約に関する条件 

 （１） 最低制限価格 設けない。 
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 （２） 入札保証金 免除する。 

 （３） 契約保証金 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規

則第２５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

８ 入札の無効 

  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 （１） 入札説明書に示した入札参加資格のない者がした入札及び入札に関

する条件に違反した入札 

 （２） 一切の提出書類に虚偽の記載をした者の入札 

 （３） 単体企業あるいは共同企業体の代表者または構成員が、参加表明書

の提出から入札日までの間に会社更生法の適用を申請する等、その担当す

る業務を履行することが困難と認められる状態に至った場合 

 （４） 必要な書類が不足している入札 

 （５） 記載すべき事項の全部または一部が記載されていない入札 

 （６） 入札書の金額の表示を改ざんし、または訂正した入札 

 （７） 評価委員会の委員に対し、この入札手続きにおいて自己又は他者に

有利又は不利になる目的のため、接触等の働きかけを行った者の入札 

 （８） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

９ その他 

 （１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 

 （２） この公告に係る契約に関する事務を担当する所管課の名称及び所在

地等 

   北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課 

   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２３６１ 
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北九州市公告第２４８号 

 一般競争入札により、請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

  令和８年４月６日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 工事概要 

 （１） 工事名 北九州市立中学校トイレ整備事業（第４グループ） 

 （２） 工事場所 入札説明書のとおり 

 （３） 工事内容 入札説明書のとおり 

 （４） 工期 契約締結日から令和９年３月３１日まで。 

 （５） 予定価格 入札説明書のとおり 

 （６） 入札方法 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、

提案に係る性能、機能、技術等に関する書類（以下「技術提案書」という

。）及び入札書を提出すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１）  地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

 。 

（２）  参加表明書の提出期間の末日午後４時３０分時点において、次のい 

  ずれにも該当する単体企業あるいは共同企業体（複数の構成員からなる任

意に結成された共同企業体）であること。 

ア 単体企業あるいは共同企業体の構成員（代表構成員及び代表構成員以 

 外の構成員をいう。以下同じ。）が北九州市建設工事競争入札参加者の 

資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条

第１項の有資格業者名簿に記載されていること。 

  イ 共同企業体の構成員は、本事業について結成された他の共同企業体の

構成員ではないこと。 

  ウ 単体企業あるいは共同企業体の構成員が本市（上下水道局、交通局及

び公営競技局を含む。）から指名停止を受けている期間中でないこと。 

  エ 共同企業体の出資は、次の要件を満たすものであること。 

（ア）  全ての構成員が共同企業体に出資していること。 

（イ）  施工業務を担当する構成員の出資比率は３０％以上であること 

 。 
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（ウ）  代表構成員は、出資比率が構成員中最大であること。 

  オ 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。 

 （３） 上記のほか、入札説明書に掲げる入札参加者に必要な資格等をすべ

て満たすこと。 

３ 契約条項を示す場所、期間及び交付方法 

（１） 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

        北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課 

（２） 期間 令和８年４月６日から同年５月１５日まで（日曜日、土曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午前１１

時３０分まで及び午後１時から午後４時３０分まで 

 （３） 交付方法 北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課のホームペ

ージからダウンロードする方法により交付する。ただし、この方法により

取得できない場合は、第１号の場所において交付する。 

   北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課のホームページ 

   https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kyouiku/03300040.html 

４ 競争入札参加資格申請の提出 

  この公告に係る入札に参加を希望する者は、持参により参加表明書を提出 

しなければならない。 

（１） 提出場所 第３項第１号の場所 

（２） 提出期間 令和８年４月６日から同年５月１５日まで（日曜日等を 

除く。）の午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時

３０分まで 

５ 入札書及び技術提案書の提出 

  参加表明書を提出した入札参加者は、持参により入札書及び技術提案書を 

 提出すること。 

 （１） 提出場所 第３項第１号の場所 

 （２） 提出期間 令和８年５月１８日から同月２９日まで（日曜日及び土

曜日を除く。）の午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午

後４時３０分まで。 

６ 開札の場所及び日程 

 （１） 場所 未定（別途通知する。） 

 （２） 日程 令和８年６月１０日から同月１５日までの間のいずれかの日 

７ 入札及び契約に関する条件 

 （１） 最低制限価格 設けない。 
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 （２） 入札保証金 免除する。 

 （３） 契約保証金 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規

則第２５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

８ 入札の無効 

  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 （１） 入札説明書に示した入札参加資格のない者がした入札及び入札に関

する条件に違反した入札 

 （２） 一切の提出書類に虚偽の記載をした者の入札 

 （３） 単体企業あるいは共同企業体の代表者または構成員が、参加表明書

の提出から入札日までの間に会社更生法の適用を申請する等、その担当す

る業務を履行することが困難と認められる状態に至った場合 

 （４） 必要な書類が不足している入札 

 （５） 記載すべき事項の全部または一部が記載されていない入札 

 （６） 入札書の金額の表示を改ざんし、または訂正した入札 

 （７） 評価委員会の委員に対し、この入札手続きにおいて自己又は他者に

有利又は不利になる目的のため、接触等の働きかけを行った者の入札 

 （８） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

９ その他 

 （１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 

 （２） この公告に係る契約に関する事務を担当する所管課の名称及び所在

地等 

   北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課 

   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２３６１ 
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北九州市公告第２４９号 

 一般競争入札により、請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

  令和８年４月６日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 工事概要 

 （１） 工事名 北九州市立中学校トイレ整備事業（第５グループ） 

 （２） 工事場所 入札説明書のとおり 

 （３） 工事内容 入札説明書のとおり 

 （４） 工期 契約締結日から令和９年３月３１日まで。 

 （５） 予定価格 入札説明書のとおり 

 （６） 入札方法 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、

提案に係る性能、機能、技術等に関する書類（以下「技術提案書」という

。）及び入札書を提出すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１）  地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

 。 

（２）  参加表明書の提出期間の末日午後４時３０分時点において、次のい 

  ずれにも該当する単体企業あるいは共同企業体（複数の構成員からなる任

意に結成された共同企業体）であること。 

ア 単体企業あるいは共同企業体の構成員（代表構成員及び代表構成員以 

 外の構成員をいう。以下同じ。）が北九州市建設工事競争入札参加者の 

資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条

第１項の有資格業者名簿に記載されていること。 

  イ 共同企業体の構成員は、本事業について結成された他の共同企業体の

構成員ではないこと。 

  ウ 単体企業あるいは共同企業体の構成員が本市（上下水道局、交通局及

び公営競技局を含む。）から指名停止を受けている期間中でないこと。 

  エ 共同企業体の出資は、次の要件を満たすものであること。 

（ア）  全ての構成員が共同企業体に出資していること。 

（イ）  施工業務を担当する構成員の出資比率は３０％以上であること 

 。 
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（ウ）  代表構成員は、出資比率が構成員中最大であること。 

  オ 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。 

 （３） 上記のほか、入札説明書に掲げる入札参加者に必要な資格等をすべ

て満たすこと。 

３ 契約条項を示す場所、期間及び交付方法 

（１） 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

        北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課 

（２） 期間 令和８年４月６日から同年５月１５日まで（日曜日、土曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午前１１

時３０分まで及び午後１時から午後４時３０分まで 

 （３） 交付方法 北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課のホームペ

ージからダウンロードする方法により交付する。ただし、この方法により

取得できない場合は、第１号の場所において交付する。 

   北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課のホームページ 

   https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kyouiku/03300040.html 

４ 競争入札参加資格申請の提出 

  この公告に係る入札に参加を希望する者は、持参により参加表明書を提出 

しなければならない。 

（１） 提出場所 第３項第１号の場所 

（２） 提出期間 令和８年４月６日から同年５月１５日まで（日曜日等を 

除く。）の午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時

３０分まで 

５ 入札書及び技術提案書の提出 

  参加表明書を提出した入札参加者は、持参により入札書及び技術提案書を 

 提出すること。 

 （１） 提出場所 第３項第１号の場所 

 （２） 提出期間 令和８年５月１８日から同月２９日まで（日曜日及び土

曜日を除く。）の午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午

後４時３０分まで。 

６ 開札の場所及び日程 

 （１） 場所 未定（別途通知する。） 

 （２） 日程 令和８年６月１０日から同月１５日までの間のいずれかの日 

７ 入札及び契約に関する条件 

 （１） 最低制限価格 設けない。 
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 （２） 入札保証金 免除する。 

 （３） 契約保証金 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規

則第２５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

８ 入札の無効 

  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 （１） 入札説明書に示した入札参加資格のない者がした入札及び入札に関

する条件に違反した入札 

 （２） 一切の提出書類に虚偽の記載をした者の入札 

 （３） 単体企業あるいは共同企業体の代表者または構成員が、参加表明書

の提出から入札日までの間に会社更生法の適用を申請する等、その担当す

る業務を履行することが困難と認められる状態に至った場合 

 （４） 必要な書類が不足している入札 

 （５） 記載すべき事項の全部または一部が記載されていない入札 

 （６） 入札書の金額の表示を改ざんし、または訂正した入札 

 （７） 評価委員会の委員に対し、この入札手続きにおいて自己又は他者に

有利又は不利になる目的のため、接触等の働きかけを行った者の入札 

 （８） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

９ その他 

 （１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 

 （２） この公告に係る契約に関する事務を担当する所管課の名称及び所在

地等 

   北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課 

   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２３６１ 
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北九州市公告第２５０号 

 一般競争入札により、請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

  令和８年４月６日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 工事概要 

 （１） 工事名 北九州市立中学校トイレ整備事業（第６グループ） 

 （２） 工事場所 入札説明書のとおり 

 （３） 工事内容 入札説明書のとおり 

 （４） 工期 契約締結日から令和９年３月３１日まで。 

 （５） 予定価格 入札説明書のとおり 

 （６） 入札方法 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、

提案に係る性能、機能、技術等に関する書類（以下「技術提案書」という

。）及び入札書を提出すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１）  地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

 。 

（２）  参加表明書の提出期間の末日午後４時３０分時点において、次のい 

  ずれにも該当する単体企業あるいは共同企業体（複数の構成員からなる任

意に結成された共同企業体）であること。 

ア 単体企業あるいは共同企業体の構成員（代表構成員及び代表構成員以 

 外の構成員をいう。以下同じ。）が北九州市建設工事競争入札参加者の 

資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条

第１項の有資格業者名簿に記載されていること。 

  イ 共同企業体の構成員は、本事業について結成された他の共同企業体の

構成員ではないこと。 

  ウ 単体企業あるいは共同企業体の構成員が本市（上下水道局、交通局及

び公営競技局を含む。）から指名停止を受けている期間中でないこと。 

  エ 共同企業体の出資は、次の要件を満たすものであること。 

（ア）  全ての構成員が共同企業体に出資していること。 

（イ）  施工業務を担当する構成員の出資比率は３０％以上であること 

 。 
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（ウ）  代表構成員は、出資比率が構成員中最大であること。 

  オ 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。 

 （３） 上記のほか、入札説明書に掲げる入札参加者に必要な資格等をすべ

て満たすこと。 

３ 契約条項を示す場所、期間及び交付方法 

（１） 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

        北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課 

（２） 期間 令和８年４月６日から同年５月１５日まで（日曜日、土曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午前１１

時３０分まで及び午後１時から午後４時３０分まで 

 （３） 交付方法 北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課のホームペ

ージからダウンロードする方法により交付する。ただし、この方法により

取得できない場合は、第１号の場所において交付する。 

   北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課のホームページ 

   https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kyouiku/03300040.html 

４ 競争入札参加資格申請の提出 

  この公告に係る入札に参加を希望する者は、持参により参加表明書を提出 

しなければならない。 

（１） 提出場所 第３項第１号の場所 

（２） 提出期間 令和８年４月６日から同年５月１５日まで（日曜日等を 

除く。）の午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時

３０分まで 

５ 入札書及び技術提案書の提出 

  参加表明書を提出した入札参加者は、持参により入札書及び技術提案書を 

 提出すること。 

 （１） 提出場所 第３項第１号の場所 

 （２） 提出期間 令和８年５月１８日から同月２９日まで（日曜日及び土

曜日を除く。）の午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午

後４時３０分まで。 

６ 開札の場所及び日程 

 （１） 場所 未定（別途通知する。） 

 （２） 日程 令和８年６月１０日から同月１５日までの間のいずれかの日 

７ 入札及び契約に関する条件 

 （１） 最低制限価格 設けない。 
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 （２） 入札保証金 免除する。 

 （３） 契約保証金 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規

則第２５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

８ 入札の無効 

  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 （１） 入札説明書に示した入札参加資格のない者がした入札及び入札に関

する条件に違反した入札 

 （２） 一切の提出書類に虚偽の記載をした者の入札 

 （３） 単体企業あるいは共同企業体の代表者または構成員が、参加表明書

の提出から入札日までの間に会社更生法の適用を申請する等、その担当す

る業務を履行することが困難と認められる状態に至った場合 

 （４） 必要な書類が不足している入札 

 （５） 記載すべき事項の全部または一部が記載されていない入札 

 （６） 入札書の金額の表示を改ざんし、または訂正した入札 

 （７） 評価委員会の委員に対し、この入札手続きにおいて自己又は他者に

有利又は不利になる目的のため、接触等の働きかけを行った者の入札 

 （８） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

９ その他 

 （１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 

 （２） この公告に係る契約に関する事務を担当する所管課の名称及び所在

地等 

   北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課 

   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２３６１ 
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北九州市公告第２５１号 

 一般競争入札により、請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

  令和８年４月６日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 工事概要 

 （１） 工事名 北九州市立中学校トイレ整備事業（第７グループ） 

 （２） 工事場所 入札説明書のとおり 

 （３） 工事内容 入札説明書のとおり 

 （４） 工期 契約締結日から令和９年３月３１日まで。 

 （５） 予定価格 入札説明書のとおり 

 （６） 入札方法 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、

提案に係る性能、機能、技術等に関する書類（以下「技術提案書」という

。）及び入札書を提出すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１）  地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

 。 

（２）  参加表明書の提出期間の末日午後４時３０分時点において、次のい 

  ずれにも該当する単体企業あるいは共同企業体（複数の構成員からなる任

意に結成された共同企業体）であること。 

ア 単体企業あるいは共同企業体の構成員（代表構成員及び代表構成員以 

 外の構成員をいう。以下同じ。）が北九州市建設工事競争入札参加者の 

資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条

第１項の有資格業者名簿に記載されていること。 

  イ 共同企業体の構成員は、本事業について結成された他の共同企業体の

構成員ではないこと。 

  ウ 単体企業あるいは共同企業体の構成員が本市（上下水道局、交通局及

び公営競技局を含む。）から指名停止を受けている期間中でないこと。 

  エ 共同企業体の出資は、次の要件を満たすものであること。 

（ア）  全ての構成員が共同企業体に出資していること。 

（イ）  施工業務を担当する構成員の出資比率は３０％以上であること 

 。 
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（ウ）  代表構成員は、出資比率が構成員中最大であること。 

  オ 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。 

 （３） 上記のほか、入札説明書に掲げる入札参加者に必要な資格等をすべ

て満たすこと。 

３ 契約条項を示す場所、期間及び交付方法 

（１） 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

        北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課 

（２） 期間 令和８年４月６日から同年５月１５日まで（日曜日、土曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午前１１

時３０分まで及び午後１時から午後４時３０分まで 

 （３） 交付方法 北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課のホームペ

ージからダウンロードする方法により交付する。ただし、この方法により

取得できない場合は、第１号の場所において交付する。 

   北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課のホームページ 

   https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kyouiku/03300040.html 

４ 競争入札参加資格申請の提出 

  この公告に係る入札に参加を希望する者は、持参により参加表明書を提出 

しなければならない。 

（１） 提出場所 第３項第１号の場所 

（２） 提出期間 令和８年４月６日から同年５月１５日まで（日曜日等を 

除く。）の午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時

３０分まで 

５ 入札書及び技術提案書の提出 

  参加表明書を提出した入札参加者は、持参により入札書及び技術提案書を 

 提出すること。 

 （１） 提出場所 第３項第１号の場所 

 （２） 提出期間 令和８年５月１８日から同月２９日まで（日曜日及び土

曜日を除く。）の午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午

後４時３０分まで。 

６ 開札の場所及び日程 

 （１） 場所 未定（別途通知する。） 

 （２） 日程 令和８年６月１０日から同月１５日までの間のいずれかの日 

７ 入札及び契約に関する条件 

 （１） 最低制限価格 設けない。 
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 （２） 入札保証金 免除する。 

 （３） 契約保証金 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規

則第２５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

８ 入札の無効 

  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 （１） 入札説明書に示した入札参加資格のない者がした入札及び入札に関

する条件に違反した入札 

 （２） 一切の提出書類に虚偽の記載をした者の入札 

 （３） 単体企業あるいは共同企業体の代表者または構成員が、参加表明書

の提出から入札日までの間に会社更生法の適用を申請する等、その担当す

る業務を履行することが困難と認められる状態に至った場合 

 （４） 必要な書類が不足している入札 

 （５） 記載すべき事項の全部または一部が記載されていない入札 

 （６） 入札書の金額の表示を改ざんし、または訂正した入札 

 （７） 評価委員会の委員に対し、この入札手続きにおいて自己又は他者に

有利又は不利になる目的のため、接触等の働きかけを行った者の入札 

 （８） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

９ その他 

 （１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 

 （２） この公告に係る契約に関する事務を担当する所管課の名称及び所在

地等 

   北九州市教育委員会事務局学校支援部施設課 

   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２３６１ 

 

 

 

37



北九州市上下水道局公告第５２号 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号。以下「政令」という 。） 第４条に規定する特定調達契約に

つき、随意契約の相手方を決定したので、北九州市上下水道局物品等又は特定

役務の調達手続の特例を定める規程（平成７年北九州市水道局管理規程第６号

）第２条において準用する北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定

める規則（平成７年北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次の

とおり公告する。 

令和８年４月６日 

北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝 

１ 特定役務の名称及び数量 

令和８年度上下水道料金システム運用・保守業務 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

北九州市上下水道局総務経営部営業課 

北九州市小倉北区大手町１番１号 

３ 契約の相手方を決定した日 

令和８年３月２５日 

４ 契約の相手方の名称及び住所 

日本電気株式会社九州支社 

福岡市中央区天神一丁目１０番２０号 

５ 契約金額 

月額８２６万２，７６０円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約の理由 

政令第１１条第１項第２号に該当するため 
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